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○
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
区
居
住
者
等
に
よ
る
提
案
）

第
一
条

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」

（
新
設
）

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
同
し
て
計
画
提
案
を
行
お

う
と
す
る
者
は
、
そ
の
全
員
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て

、
こ
れ
ら
を
市
町
村
防
災
会
議
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

地
区
防
災
計
画
の
素
案

二

計
画
提
案
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
防
災
訓
練
の
た
め
の
交
通
の
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
標
示
の
様
式
等
）

（
防
災
訓
練
の
た
め
の
交
通
の
禁
止
又
は
制
限
に
係
る
標
示
の
様
式
等
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
令
第
二
十
条
の
三
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）

第
一
条
の
三

令
第
二
十
条
の
三
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
居
住
者
、

（
新
設
）

滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
第
一
条
の
八
第
二
号
に
お
い
て
「
居
住
者
等
」
と
い
う
。
）

の
受
入
れ
の
用
に
供
す
べ
き
屋
上
そ
の
他
の
部
分
（
安
全
区
域
（
令
第
二
十
条
の
三
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第
二
号
に
規
定
す
る
安
全
区
域
を
い
う
。
）
外
に
あ
る
同
号
ロ
に
規
定
す
る
施
設
で

あ
る
指
定
緊
急
避
難
場
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
分
及
び
当
該
部
分
ま
で
の
避
難
上

有
効
な
階
段
そ
の
他
の
経
路
）
に
つ
い
て
、
物
品
の
設
置
又
は
地
震
に
よ
る
落
下
、

転
倒
若
し
く
は
移
動
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
避
難
上
の
支
障
を
生
じ
さ
せ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
令
第
二
十
条
の
三
第
二
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
）

第
一
条
の
四

令
第
二
十
条
の
三
第
二
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、

（
新
設
）

当
該
異
常
な
現
象
に
よ
り
生
ず
る
水
圧
、
波
力
、
振
動
、
衝
撃
そ
の
他
の
予
想
さ
れ

る
事
由
に
よ
り
当
該
施
設
に
作
用
す
る
力
に
よ
つ
て
損
壊
、
転
倒
、
滑
動
又
は
沈
下

そ
の
他
構
造
耐
力
上
支
障
の
あ
る
事
態
を
生
じ
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
当

該
異
常
な
現
象
が
津
波
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
）

第
一
条
の
五

令
第
二
十
条
の
三
第
三
号
イ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
は
、

（
新
設
）

地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
及
び
条
例
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す

る
。

（
令
第
二
十
条
の
四
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
異
常
な
現
象
の
種
類
）

第
一
条
の
六

令
第
二
十
条
の
四
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
異
常
な
現
象
の
種
類
は
、
一

（
新
設
）

時
的
に
大
量
の
降
雨
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
下
水
道
そ
の
他
の
排
水
施
設
又
は
河
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川
そ
の
他
の
公
共
の
水
域
に
当
該
雨
水
を
排
水
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
浸
水
及
び
火

砕
流
、
溶
岩
流
、
噴
石
そ
の
他
噴
火
に
伴
い
発
生
す
る
火
山
現
象
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
一
条
の
七

法
第
四
十
九
条
の
五
（
法
第
四
十
九
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

（
新
設
）

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
当
該
変
更
の
内
容
を
記
載
し

た
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
災
害
に
関
す
る
情
報
の
伝
達
方
法
等
を
居
住
者
等
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な

措
置
）

（
新
設
）

第
一
条
の
八

法
第
四
十
九
条
の
九
の
居
住
者
等
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

異
常
な
現
象
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
険
が
及
ぶ

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
に
法
第
四
十
九
条

の
九
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含

む
。
）
を
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
各
世
帯
に
提
供
す

る
こ
と
。

二

前
号
の
図
面
に
表
示
し
た
事
項
及
び
記
載
し
た
事
項
に
掲
げ
る
情
報
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
居
住
者
等
が
そ
の
提
供
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

（
令
第
二
十
条
の
六
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
）
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第
一
条
の
九

令
第
二
十
条
の
六
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

高
齢
者
、
障
害
者
、
乳
幼
児
そ
の
他
の
特
に
配
慮
を
要
す
る
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
要
配
慮
者
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
要
配
慮
者
が
相
談
し
、
又
は
助
言
そ
の
他
の

支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

三

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
主
と
し
て
要
配
慮
者
を
滞
在
さ
せ
る
た
め
に

必
要
な
居
室
が
可
能
な
限
り
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（
被
害
状
況
等
の
報
告
）

（
被
害
状
況
等
の
報
告
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

令
第
二
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
被
害
の
程
度
に
関
す
る
報
告
は
、
法
第
五
十

２

令
第
二
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
被
害
の
程
度
に
関
す
る
報
告
は
、
災
害
対
策

三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
行
う
も
の
に
あ

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五

つ
て
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
公

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
及
び
都
道
府
県
が
行
う
も
の
に

共
機
関
の
代
表
者
が
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
被
害
の
概
算
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
四

あ
つ
て
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
行
政
機
関
の
長
が
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ

公
共
機
関
の
代
表
者
が
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
被
害
の
概
算
額
に
つ
い
て
、
同
条
第

る
事
項
の
う
ち
そ
の
所
掌
事
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
行
政
機
関
の
長
が
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
別
表
第
二
に
掲

げ
る
事
項
の
う
ち
そ
の
所
掌
事
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
安
否
情
報
の
提
供
等
）

第
八
条
の
三

法
第
八
十
六
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
安
否
情
報
に
つ
い
て
照

（
新
設
）

会
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
照
会
者
」
と
い
う
。
）
は
、
都
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道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

照
会
者
の
氏
名
、
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
そ
の
他
の
照
会
者
を
特
定
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

二

照
会
に
係
る
被
災
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
性
別

三

照
会
を
す
る
理
由

２

照
会
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
証
、
外
国
人
登
録
証
明
書
、

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
四
第
一

項
に
規
定
す
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書
類
で
あ
つ
て
当
該
照
会
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
に
足
り
る
も
の
を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
照
会

者
が
遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
照
会
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
当
該
照
会
が
不
当
な
目
的
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
又
は
照
会
に
対

す
る
回
答
に
よ
り
知
り
得
た
事
項
が
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

照
会
者
が
当
該
照
会
に
係
る
被
災
者
の
同
居
の
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い

が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
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）
で
あ
る
場
合

照
会
に
係
る
被
災
者
の
居
所
、
負
傷
若
し
く
は
疾
病
の
状
況
又

は
連
絡
先
そ
の
他
安
否
の
確
認
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

二

照
会
者
が
当
該
照
会
に
係
る
被
災
者
の
親
族
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

又
は
職
場
の
関
係
者
そ
の
他
の
関
係
者
で
あ
る
場
合

照
会
に
係
る
被
災
者
の
負

傷
又
は
疾
病
の
状
況

三

照
会
者
が
当
該
照
会
に
係
る
被
災
者
の
知
人
そ
の
他
の
当
該
被
災
者
の
安
否
情

報
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
場
合

照
会
に

係
る
被
災
者
に
つ
い
て
保
有
し
て
い
る
安
否
情
報
の
有
無

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
照
会
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長
は
、
当
該
照
会
に
係
る
被
災
者
が
照
会
に
際
し
そ
の
提
供
に
つ
い
て
同
意
を

し
て
い
る
安
否
情
報
に
つ
い
て
は
、
そ
の
同
意
の
範
囲
内
で
、
又
は
公
益
上
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
と
認
め
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
被
災
者
に
係

る
安
否
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
災
者
台
帳
の
作
成
）

（
新
設
）

第
八
条
の
四

法
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
被
災
者
台
帳
の
作
成
は
、
被

災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
市
町
村
長
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
三
条
第
一
項
の
被
災
者
生
活
再
建
支

援
金
の
支
給
に
係
る
被
災
世
帯
主
か
ら
の
申
請
そ
の
他
の
市
町
村
長
に
対
し
て
行
わ

れ
る
手
続
に
よ
り
得
た
情
報
そ
の
他
の
情
報
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
被
災
者
台
帳
に
記
載
又
は
記
録
す
る
事
項
）

第
八
条
の
五

法
第
九
十
条
の
三
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

（
新
設
）



- 7 -

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

世
帯
の
構
成

三

罹
災
証
明
書
の
交
付
の
状
況

四

市
町
村
長
が
台
帳
情
報
を
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
被
災
者

本
人
が
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
先

五

前
号
に
定
め
る
提
供
先
に
台
帳
情
報
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
日
時

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
災
者
の
援
護
の
実
施
に
関
し
市
町
村
長
が

必
要
と
認
め
る
事
項

（
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
八
条
の
六

法
第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
台
帳
情

（
新
設
）

報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
台
帳
情
報
を
保
有
す

る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
被
災
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

三

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
の
範
囲

四

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
に
申
請
者
以
外
の
者
に
係
る
も
の
が
含
ま

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
目
的

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
市
町
村
長
が
必
要
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と
認
め
る
事
項

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
不
当
な
目

的
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
又
は
申
請
者
が
台
帳
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
知
り
得
た
情
報
が
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

を
除
き
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
今
回
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
被
災
者
台
帳
に
記
載
又
は
記
録
す
る
事
項
）

（
被
災
者
台
帳
に
記
載
又
は
記
録
す
る
事
項
）

第
八
条
の
五

法
第
九
十
条
の
三
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
八
条
の
四

法
第
九
十
条
の
三
第
二
項
第
八
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

一

電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先

二

世
帯
の
構
成

二

世
帯
の
構
成

三

罹
災
証
明
書
の
交
付
の
状
況

三

罹
災
証
明
書
の
交
付
の
状
況

四

市
町
村
長
が
台
帳
情
報
を
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
被
災
者

四

市
町
村
長
が
台
帳
情
報
を
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
被
災
者

本
人
が
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
先

本
人
が
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
提
供
先

五

前
号
に
定
め
る
提
供
先
に
台
帳
情
報
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

五

前
号
に
定
め
る
提
供
先
に
台
帳
情
報
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
そ

の
日
時

の
日
時
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六

被
災
者
台
帳
の
作
成
に
当
た
つ
て
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

（
新
設
）

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
者
に

係
る
個
人
番
号

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
災
者
の
援
護
の
実
施
に
関
し
市
町
村
長
が

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
災
者
の
援
護
の
実
施
に
関
し
市
町
村
長
が

必
要
と
認
め
る
事
項

必
要
と
認
め
る
事
項

（
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
必
要
な
事
項
）

（
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
八
条
の
六

法
第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
台
帳
情

第
八
条
の
五

法
第
九
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
台
帳
情

報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。

報
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
台
帳
情
報
を
保
有
す

）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
台
帳
情
報
を
保
有
す

る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代

一

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

申
請
に
係
る
被
災
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

二

申
請
に
係
る
被
災
者
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

三

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
の
範
囲

三

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
の
範
囲

四

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
に
申
請
者
以
外
の
者
に
係
る
も
の
が
含
ま

四

提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
台
帳
情
報
に
申
請
者
以
外
の
者
に
係
る
も
の
が
含
ま

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
目
的

れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
目
的

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
市
町
村
長
が
必
要

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
台
帳
情
報
の
提
供
に
関
し
市
町
村
長
が
必
要

と
認
め
る
事
項

と
認
め
る
事
項

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
不
当
な
目

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
不
当
な
目

的
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
又
は
申
請
者
が
台
帳
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に

的
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
又
は
申
請
者
が
台
帳
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
知
り
得
た
情
報
が
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

よ
り
知
り
得
た
情
報
が
不
当
な
目
的
に
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
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を
除
き
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
台
帳
情
報
（
た
だ
し
、
前
条
第
六
号

を
除
き
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
台
帳
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

３

法
第
九
十
条
の
四
第
一
項
（
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
り
市
町
村
長
が
提
供
す
る
台
帳
情
報
に
は
、
前
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を

含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。


